
令和４年４月１日以後開始事業年度等分 

 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№16】４欄及び８欄には、基準日等

及び自己の事業年度（通算親法人の事

業年度終了の日に終了するものに限り

ます。）終了の日において通算完全支配

関係がある他の通算法人に対して当事

業年度中に支払う配当等の額（４欄）

又は当該他の通算法人から当事業年度

中に受ける配当等の額（８欄）を記載

していますか。 

【№16】３欄には、基準日等又は自己の事

業年度（通算親法人の事業年度終了の日に

終了するものに限ります。）終了の日にお

いて通算完全支配関係がない者に対して当

事業年度中に支払う配当等の額を記載して

いますか。 


